
※水防法による浸水区域以外の
警戒区域等は概略位置を示して
いるものであり、各区域の確認
については、各区域の台帳及び
公示図書を必ず確認してくださ
い。
 

※水防法による浸水区域につい
ては令和６年３月３１日までの
間は計画降雨に基づく想定浸水
深とするため、令和６年３月３
１日までの間は水防法による浸
水区域はありません。
 


